
韓国・国民が命がけで民主主義守る
維新・馬場元代表・緊急事態条項憲法に書けとトンチンカン

洛
西
生
協
前
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ

29
日
行
動
に
参
加
を

12
月
29
日(

日
）

午
後
4
時
か
ら
4
時
30
分

境
谷
本
通

福
西
東
通

生
協
角

主
催

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

https://9zyo.com/

戦
争
反
対

12
月
19
日
戦
争
法
廃
止
宣
伝

ア
メ
リ
カ
言
い
な
り
で
軍
拡
進
め
る
石
破
政
権
、

集
団
的
自
衛
権
で
日
本
を
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に
引
き

ず
り
込
む
、
戦
争
法
を
廃
止
さ
せ
ま
し
ょ
う

12
月
19
日(

木
）

午
後
5
時
～
5
時
30
分

阪
急
桂
駅
西
口

よ
び
か
け

西
京
九
条
の
会
連
絡
会
・
洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

午
後
6
時
30
分
か
ら
市
役
所
前
で
街
頭
演
説
、

午
後
7
時
よ
り
デ
モ
も
行
わ
れ
ま
す
。

独
裁
者
を
縛
る
現
憲
法
・
壊
す
自
・
公
・
維
・
国
民
民
主

洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

発
行

２
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年
12
月
15
日

事
務
局
連
絡
先
Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
９
０
ー
７
８
８
５
ー
２
４
３
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◎
大
阪
万
博
は
中
止
し
て
震
災
被
災

者
救
援
に
全
力
を
挙
げ
よ
。

権
力
者
は
何
を
す
る
か
分
か
ら
な
い
か

ら
国
民
は
権
力
者
に
服
従
す
る
の
で
は
な

く
権
力
者
を
憲
法
で
縛
る
こ
と
を
要
求
し

て
い
ま
す
。

馬
場
維
新
元
代
表
は
韓
国
の
事
態
を
受

け
、
憲
法
に
緊
急
事
態
を
書
き
込
む
べ
き

だ
と
主
張
、
共
産
党
の
小
池
晃
書
記
局
長

は
4
日
の
記
者
会
見
で
「
緊
急
事
態
条
項

は
絶
対
に
作
っ
て
は
い
け
な
い
。
今
回
の

韓
国
の
非
常
戒
厳
を
見
て
も
、
国
会
と
地

方
議
会
、
政
党
の
活
動
と
政
治
的
結
社
、

集
会
デ
モ
な
ど
一
切
の
政
治
活
動
を
禁
止

し
、
全
て
の
言
論
と
出
版
は
戒
厳
者
の
統

制
を
受
け
る
。
非
常
に
強
権
的
な
中
身
に

な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
態
を
招
く
危

険
が
あ
る
」
と
述
べ
、
憲
法
改
正
に
よ
る

緊
急
事
態
条
項
の
整
備
に
反
対
し
た
。

韓
国
の
尹
錫
悦
（
ユ
ン
・
ソ
ン
ニ
ョ
ル
）

大
統
領
が
非
常
戒
厳
令
を
一
時
宣
布
、
市
民

が
国
会
に
駆
け
付
け
、
侵
入
し
よ
う
と
す
る

完
全
武
装
の
軍
隊
と
素
手
で
対
決
、
軍
隊
を

撤
退
さ
せ
ま
し
た
。

権
力
者
の
横
暴
に
毅
然
と
対
決
し
た
韓
国

民
に
エ
ー
ル
を
送
り
ま
す
。

一
方
、
日
本
で
は
過
半
数
割
れ
に
な
っ
た

石
破
政
権
は
今
も
憲
法
改
悪
の
「
夢
を
」
見

続
け
て
い
ま
す
。
来
年
の
参
議
院
選
挙
で
も

過
半
数
割
れ
に
追
い
込
み
た
い
で
す
ね
。

憲
法
第
12
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保

障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不

断
の
努
力
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
保
持
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
、
国
民
は
、

こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ

れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

危険なライオンは柵から出さない

これが憲法12条

国会前で大統領の辞任を求める市民（共同）より



企業団体献金はワイロそのもの

全国商工新聞12／9より
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